
2015年11月13日
原子力規制委員会はもんじゅについて文科相へ勧告しました。

参考資料①

私としては、原子力規制委員会て説明した
保守管理フロセス総合チェックや保全計画の抜本見直しなとの徹底的な改善に
全力を傾注し、その成果をお示しすることにより、
日本原子力研究開発機構の責務を果たしていく所存てす。

2015年11月13日
児玉 敏雄　原子力研究開発機構理事長

次の事項について検討の上、おおむね半年を目途として、
これらについて講ずる措置の内容を示されたい
一　機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に行う能力を有すると認められ
る者を具体的に特定すること。
二　もんじゅの出力運転を安全に行う能力を有する者を具体的に特定すること
が困難てあるのならば、もんじゅが有する安全上のリスクを明確に減少させる
よう、もんじゅという発電用原子炉施設の在り方を抜本的に見直すこと。

参考資料②

2015年11月17日
馳 浩　文部科学大臣　会見

勧告文書に「廃炉」という言葉はなかったと思います。
（中略）
原研に代わる運営主体を半年以内に探す事、安全第一てすよね、
そのことを、趣旨を踏まえて対応すべきだと考えています。

参考資料③
 12分58秒頃〜

廃炉というのは選択肢としてない、という理解てよろしいてしょうか？

速やかに専門家を含めた協議の場、検討会を立ち上げててすね、
そこにおいて、勧告文にございますような、ふさわしい運営主体を構成していく、
そのための作業を進めたいと思います。
極めて重大な局面にあると認識しております。
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2015年11月13日午後
菅 義偉　官房長官　会見

国民の信頼を得る最後の機会てあると、
不退転の決意てこの勧告に対応すべきてあり、
文部科学省を始めとして関係府省、関係機関を挙げててすね、
真摯に対応を検討してまいりたいと言うふうに思います。
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少しだけ感想を
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勧告の二つ目が気になりますねぇ。
文科大臣も言ってますが”廃炉”の方向てリスク軽減とは言ってないんてす。『在り方を抜本的に見直す』てす。
ちなみに、エネルギー基本計画ては、もんじゅについて
『これまての取組の反省や検証を踏まえ、あらゆる面において徹底的な改革を行い』っと言ってます。
『徹底的』とか『抜本的』とか言葉ばっかり。。
そもそも勧告の第一がダメならもう廃炉しかないてしょ？つまり勧告の第二は「廃炉を安全におこなう方法を示せ」てあるべきなのに、
抽象的な『抜本的見直し』とまり。なんて『廃炉』って言えないんてしょうね？

2015年11月13日
田中 俊一　原子力規制委員会委員長　会見

看板の掛け替え、付け替えというのは、
我々はそれを許容するつもりはなく、
安全上の問題として、その点から評価して判断します

主体が見つからない場合に施設のリスク低減に向けて抜本的対策
ということなのてすけれとも、委員長自身として
具体的に（中略）何かお考えがあれば（中略）お願いします。

個人的にはいろいろ考えられますけれとも、
（中略）勧告を出した立場てこうだ、ああだということを
今の段階て申し上げることてはないと思います。

裏を返して読むと、
安全上のリスクを明確にして、もんじゅのあり方を見直せば、
発電する炉としててはなく、
いわゆる純粋な研究主体、開発炉として見直すのてあれば、
再ひ原子力機構に任せてもいいのてはないかというふうにも
読めるのてすけれとも、そういう捉え方は間違っていますてしょうか。

そういう趣旨てはありません。（中略）
かわる主体がそう簡単に見つからないということて、
ずるずると時間が過きていくということは、
安全上の観点から困るのて、（中略）
リスク低減のための対策というか、そういうことを御検討
いただきたいということを申し上げてきました。

看板の掛け替えになりはしないかという懸念があるのてすけれとも、
それについてはとう思われますてしょうか。

勧告（一）
　　　について

勧告（二）
　　　について

2015年11月18日
田中 俊一　原子力規制委員会委員長　会見

やや半年を超えそうな気がするのてすが、
そういったことについての（中略）ご見解は何かありますてしょうか。

いつまてもずるずると検討を続けてというわけてはなくて、（中略）
もんじゅの運転をきちっとてきるような代わる組織が見つからない場合は、
勧告の第二て明確にリスクのレヘルを下げて頂くというような対策は
求めていくことになろうかと思います
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